
　

12
月
定
例
会
は
、
12
月
２
日
か
ら
16
日
ま
で
の
15

日
間
に
わ
た
っ
て
開
か
れ
ま
し
た
。

　

市
長
提
出
議
案
は
、「
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の

推
薦
」
の
人
事
案
件
、「
三
条
市
議
会
の
議
決
に
付

す
べ
き
事
件
を
定
め
る
条
例
の
制
定
」
な
ど
の
条
例

案
件
、「
須
頃
・
大
島
統
合
保
育
所
建
設
建
築
本
体

工
事
」
な
ど
の
工
事
請
負
契
約
の
締
結
、「
三
条
市

も
の
づ
く
り
拠
点
施
設
」
な
ど
の
指
定
管
理
者
の
指

定
、
新
最
終
処
分
場
の
整
備
に
係
る
地
質
調
査
お
よ

び
用
地
測
量
委
託
料
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
平
成
26

年
度
三
条
市
一
般
会
計
補
正
予
算
」
約
４
億
６
５
０
０

万
円
な
ど
22
件
が
上
程
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦
は
、
初
日
に
採
決

の
結
果
同
意
さ
れ
、
そ
の
他
の
議
案
は
各
常
任
委
員

会
と
議
会
運
営
委
員
会
で
の
審
査
を
経
て
、
最
終
日

の
採
決
の
結
果
、
全
て
原
案
の
と
お
り
可
決
、
同
意

ま
た
は
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
請
願
の
採
択
に
伴
う
「
Ｊ
Ａ
グ
ル
ー
プ

の
自
己
改
革
の
実
現
に
向
け
た
意
見
書
」
を
関
係
行

政
庁
に
対
し
、
送
付
し
ま
し
た
。

↖ 3ページへ続く

○：議案に対して賛成　×：議案に対して反対

会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

公
明
党
議
員
団

新
政
ク
ラ
ブ

無

所

属

議

決

結

果区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 8 6 4 3 2 2 1

〔市長提出〕

条　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

例

議第１号
三条市議会の議決に付すべき事件を
定める条例の制定について

三条市総合計画の策定に当たり、その基本構想を地方自治法第96条第２項の規
定に基づく三条市議会の議決に付すべき事件とすることから、本条例を制定する
もの　施行期日：公布の日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第２号
三条市特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業の運営に関する基
準を定める条例の制定について

子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設および特定地域型保育
事業の運営に関する基準が条例で定める事項とされたことから、本条例を制定す
るもの　施行期日：子ども・子育て支援法の施行の日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第３号
三条市家庭的保育事業等の設備及
び運営に関する基準を定める条例の
制定について

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律の制定に伴い、児童福祉法の一部改正が行われ、家庭的保育事業等の
設備および運営に関する基準が条例で定める事項とされたことから、本条例を制
定するもの　施行期日：子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律の施行の日

○
※
１
○○×○○○原案

可決

議第４号
三条市放課後児童健全育成事業の
設備及び運営に関する基準を定める
条例の制定について

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律の制定に伴い、児童福祉法の一部改正が行われ、放課後児童健全育成
事業の設備および運営に関する基準が条例で定める事項とされたことから、本条
例を制定するもの　施行期日：子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第５号

三条市指定介護予防支援等の事業
の人員及び運営並びに指定介護予
防支援等に係る介護予防のための
効果的な支援の方法に関する基準
等を定める条例の制定について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律の制定に伴い、介護保険法の一部改正が行われ、指定介護予防
支援等の事業の人員および運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準等が条例で定める事項とされたことから、
本条例を制定するもの　施行期日：平成27年４月１日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第６号
三条市地域包括支援センターの人員
等に関する基準を定める条例の制定
について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律の制定に伴い、介護保険法の一部改正が行われ、地域包括支援セ
ンターの人員等に関する基準が条例で定める事項とされたことから、本条例を制
定するもの　施行期日：平成27年４月１日

○
※
１
○○×○○×原案

可決

議第７号
三条市吉ヶ平自然体感の郷条例の
制定について

吉ケ平周辺の恵まれた自然環境を活用し、下田地域における観光振興の促進を
図るため、三条市吉ヶ平自然体感の郷を設置することから、本条例を制定するも
の　施行期日：規則で定める日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第８号
三条市議会議員の議員報酬及び費
用弁償等に関する条例の一部改正に
ついて

平成26年８月７日の人事院勧告および同年10月10日の新潟県人事委員会勧告
の内容を考慮し、本市の議会議員の期末手当について、必要な改正を行うもの
施行期日：公布の日等

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第９号
三条市特別職の職員の給与に関す
る条例等の一部改正について

平成26年８月７日の人事院勧告および同年10月10日の新潟県人事委員会勧告
の内容を考慮し、本市の特別職および一般職の職員の給与について、必要な改正
を行うもの　[一部改正する条例]１三条市特別職の職員の給与に関する条例、
２三条市職員の給与に関する条例、３三条市教育委員会教育長の給与及び旅費
に関する条例　施行期日：公布の日等

○
※
１
○○○○○○原案

可決

会派名　  　 
（下段は所属議員数）

議　　案

自
由
ク
ラ
ブ

新

し

い

風

自
民
ク
ラ
ブ

日
本
共
産
党
議
員
団

公
明
党
議
員
団

新
政
ク
ラ
ブ

無

所

属

議

決

結

果区分 番　号 件　　　　名 概　　　　要 8 6 4 3 2 2 1

条　
　
　
　

例

議第10号
三条市立保育所条例の一部改正に
ついて

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関
する法律の制定に伴い、児童福祉法の一部改正が行われ、保育の実施について、
条例で定める事由により保育を必要とする場合から内閣府令で定める事由によ
り保育を必要とする場合に行うとされたこと、また、子ども・子育て支援法の制定
に伴い、保育の実施に係る費用の徴収に関する制度改正が行われたことから、必
要な改正を行うもの　施行期日：子ども・子育て支援法の施行の日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第11号
三条市国民健康保険条例の一部改
正について

健康保険法施行令等の一部改正に伴い、出産育児一時金等の支給額について見
直しが行われたことから、本市の国民健康保険制度においてもこれに準じるた
め、必要な改正を行うもの　施行期日：平成27年１月１日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第12号
三条勤労福祉会館条例の廃止につ
いて

建物の老朽化が著しいことおよび施設の使用者数が低迷していることから、三条
勤労福祉会館を廃止するもの　施行期日：平成27年４月１日

○
※
１
○○○○○○原案

可決

そ　
　
　
　

の　
　
　
　

他

議第13号
三条市ものづくり拠点施設の指定管
理者の指定について

三条市ものづくり拠点施設の指定管理者として、株式会社ものづくり学校を指定
するもの　指定の期間：平成27年４月１日から平成32年３月31日まで

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第14号
三条市民プールの指定管理者の指
定について

三条市民プールの指定管理者として、株式会社アクティス、環境をサポートする株
式会社きらめき共同企業体を指定するもの　指定の期間：平成27年４月１日から
平成32年３月31日まで

○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第15号 市道路線の廃止について 廃止路線　　１路線　　実延長　　72.2ｍ ○
※
１
○○○○○○原案

可決

議第16号
須頃郷地区内水対策整備（須頃郷第
３号公園）工事請負契約の締結につ
いて

雨水貯留槽　	 2,200㎥
契約金額　　	 ３億1,428万円
契約者　	 外山・マルモ・佐藤特定共同企業体

○
※
１
○○○○○○同意

議第17号
須頃・大島統合保育所建設建築本体
工事請負契約の締結について

鉄筋コンクリート造　地上２階建
延床面積　　　	 1,316.70㎡	
契約金額　　	 ３億2,400万円
契約者　	 小柳・米山特定共同企業体

○
※
１
○○○○○○同意

議第18号
旧一ノ木戸小学校跡地調整池整備
工事請負契約の一部変更について

建設発生土の搬出先決定による工事工種等の変更に伴う増額
変更前契約額　	 ２億2,572万円
変更後契約額	 ２億3,266万4,400円

○
※
１
○○○○○○同意

予　

算

議第19号
平成２６年度三条市一般会計補正予
算

新最終処分場整備に係る経費等の追加
補正額	 ４億6,507万円
補正後の額	 512億7,675万9,000円

○
※
１
○○○○○○ 原案

可決

議第20号
平成26年度三条市国民健康保険事
業特別会計補正予算

一般会計からの繰入額の確定に伴う財源更正
補正額　	 0円
補正後の額　	 106億617万5,000円

○
※
１
○○○○○○ 原案

可決

専
決
処
分
報第１号

専決処分報告について
（平成26年度三条市一般会計補正
予算）

衆議院議員の総選挙に係る経費の追加
補正額　	 3,453万8,000円
補正後の額　	 508億1,168万9,000円

○
※
１
○○○○○○ 原案

可決

人　

事
諮第１号 人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員廣川邦夫さん、安井綾子さん、村田洋子さんおよび中村新さんは、
平成27年３月31日をもって任期満了するため、その後任委員候補者として、安井
綾子さん、村田洋子さん、丸山澄枝さんおよび目黒正雄さんを推薦するもの

○
※
１
○○○○○○ 同意

〔議員発案〕
意
見
書
議員発案
第 １ 号

ＪＡグループの自己改革の実現に向
けた意見書の提出について

ＪＡグループの自己改革を尊重し、その取り組みの後押しを要望する意見書を提
出するもの
提出先：内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命大臣、農林水産大臣

○
※
１
○○○○○○ 原案

可決

〔請　　願〕
請
願
請 願
第 ６ 号

ＪＡグループの自己改革の実現に向
けた請願

ＪＡグループの自己改革を尊重し、その取り組みの後押しを求めるもの
○
※
１
○○○○○○ 採択

※１　久住久俊議員は欠席

定

例

会
平
成
26
年
第
６
回

12月全
議
案
原
案
の
と
お
り
決
定
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